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算定基礎届の基本と留意点Ｑ＆Ａ 

 算定基礎届の提出期間は７月１日～１１日で

す。 

◆Ｑ＆Ａ 

Ｑ．対象者は？ 

Ａ．７月１日現在の被保険者全員が対象です。た

だし、６月１日以降に資格取得した方や、７月改

定の月額変更届を提出する方などは対象外となり

ます。 

Ｑ．標準報酬月額の算定方法は？ 

Ａ．原則、４～６月の３ヵ月間に支払われた報酬

の平均額により算定しますが、支払基礎日数が１

７日未満の月は除きます（短時間労働者は取扱い

が異なります）。例えば、４月が１７日未満であれ

ば５月６月の２ヵ月で算定されます。なお、３ヵ

月とも１７日未満の場合は、従前の標準報酬月額

で決定します。 

Ｑ．対象となる報酬は？ 

Ａ．報酬には給与や通勤手当、残業手当など被保

険者が労務の対償として受ける全てのものを含み

ます。ただし、年３回以下の賞与（標準賞与額の

対象）や、見舞金などの臨時に受けるものは含ま

れません。 

Ｑ．４月の途中に入社したことで、１ヵ月分の給与

が支給されない場合は？ 

Ａ．１ヶ月分の給与が支給されない月は、算定の対

象から除きます。 

Ｑ．業務の特性上、例年４月～６月が繁忙期に当た

るため、残業手当等により他の期間と比べて多く支

給されている場合は？ 

Ａ．前年７月～当年６月までの報酬月額の平均との

間に、標準報酬月額等級区分で２等級以上の差があ

れば年間平均による保険者算定の対象となります。

申し立てには、「事業主の申立書」と「本人の同意」

が必要です。 

 

来月１日に公表される２８年分の路線価 

 路線価は、相続税や贈与税において土地の評価

額を算定する際の基準となるもので、国税庁は例

年７月に、その年の１月１日時点での路線価（及

び評価倍率）を公表します。 

 路線価（道路に面した標準的な宅地の１㎡あた

りの価額）が定められている土地の評価方法は、

路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で調整

した後、面積を乗じて計算する路線価方式です。

一方、路線価が定められていない土地については、

固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する

倍率方式となります。 

 土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、

評価額を把握しておくことが重要となります。 

 

       特例源泉税・労働保険料などの資金対策を 

 納期の特例の適用を受けている企業の源泉所得税は、７月１１日（月）が納付期限です。 

 同特例は、１月～６月分の給与・賞与・退職金及び税理士などの報酬の源泉所得税をまとめて納付す

るため多額になる場合があります。正当な理由なく納期限に遅れると、不納付加算税と延滞税が課せら

れるので注意が必要です。 

 また、労働保険の概算保険料の納付や賞与など資金需要が増える時期と重なるので、売掛金の管理・

回収など資金対策を再確認しておきます。 
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